
 

ひかり保育園 

重要事項説明書 

 

教育・保育の提供開始にあたり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準(平成 26年 4月 30日)(内閣府令第 39号)第 5条に基づいて、当施設が利用申込者

に説明すべき重要事項は以下のとおりです。 

 

1. 事業者の運営主体 

事業者の名称 社会福祉法人玉成会
ぎょくせいかい

 

事業者の所在地 福岡県福岡市南区大楠 3丁目 25番 27号 

事業者の電話番号 092-521-6449 

代表者氏名 理事長 岡 壽夫 

定款の目的に定めた事業 第 2種社会福祉事業 保育所の経営 

 

2. 事業の目的 

児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと。 

 

3. 保育方針 

・強い体と強い心（信念徹底） 

・自分で考え自分で創り出す（自発創生） 

・協調性、社会性を身につけ、奉仕と感謝の気持ちを養う（共同奉仕） 

 

4. 保育所の概要 

種別 保育所 

名称 
ひかり保育園（以下、本園） 

ひかり保育園分園ひかりのこ保育園（以下、分園） 

所在地 
本園…福岡市南区大楠 3丁目 25番 27号 

分園…福岡市南区大楠 1丁目 35番 19号ロイヤル日赤通 80 1階 

電話番号 
本園…092-521-6449 

分園…092-526-8418 

法人設立認可年月日 昭和 46年 3月 17日 

保育所認可年月日 
本園…昭和 46年 9月 1日 

分園…平成 22年 4月 1日 

施設長氏名 園長 岡 七生子 

利用定員 
本園… 170名（0 歳児 12名、1 歳児 21 名、2 歳児 35 名、3・4・5 歳児各 34 名） 

分園… 20名（0 歳児 9名、1 歳児 11 名） 

特別保育の実施状況 

本園…延長保育（1時間）、さぽ～と保育（特別支援保育）、園庭開放（毎月 

第 1土曜日）、子育て支援サークル（毎月第 4火曜日） 

分園…なし 

 



5. 施設の概要 

（1）本園 

敷地面積 1304.99㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 2階建て 

主な設備 

乳児室 42.885㎡、ほふく室 72.200㎡、保育室 4室 277.161㎡、遊戯室 174.534㎡、 

調理室 49.375㎡、調乳室 3.834㎡、沐浴室 11.254㎡、乳児用トイレ 6.376㎡、幼児用

トイレ 3箇所 39.751㎡等。 

 

（2）分園 

敷地面積 147.63㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 14階建てマンション 1階 

主な設備 
乳児室 34.83 ㎡、保育室 38.65 ㎡、調理室 10.35 ㎡、調乳室 2.52 ㎡、沐浴室・幼児用

トイレ 13.27㎡等。 

 

6. 職員体制 

職種 人数 勤務形態 

園長 1名 （常勤：  1名、非常勤：  -名） 

事務長 1名 （常勤：  1名、非常勤：  -名） 

主任保育士 1名 （常勤：  1名、非常勤：  -名） 

副主任保育士 1名 （常勤：  1名、非常勤：  -名） 

保育士 32名 （常勤： 26名、非常勤：  6名） 

栄養士等 7名 （常勤：  3名、非常勤：  4名） 

事務員その他 8名 （常勤：  2名、非常勤：  6名） 

 

7. 開所日、開所時間等 

開所日 月曜日から土曜日まで 

休所日 日曜日、国民の祝日、年末年始（12月 29日から 1月 3日まで） 

保育標準時間の保育時間 午前 7時 00分から午後 6時 00分まで 

保育短時間の保育時間 午前 8時 30分から午後 4時 30分まで 

 

8. 利用料金 

（1） 保育料 

福岡市が定める利用料を福岡市に納付します。 

令和元年 10月より幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳から 5歳のすべての子どもたちの保育料が 

無償化されました。また、0 歳から 2 歳の子どもたちも、住民税非課税世帯を対象として無償化され

ました。 

 

（2） 延長保育料 

月ぎめの延長保育料は月額 4,500円、月ぎめ以外の単発の延長保育料は 15分 300円となります。 

 

 

 

 



（3） 保育料以外にかかる実費等  

対象年齢 内容 金額 

全年齢  教材費（レンタル布団、はさみ等） 4,000円～8,000円程度/年 

全年齢（希望者のみ） 駐車場利用料 1,000円/月 

0・1歳児（希望者のみ） レンタル布おむつ代 450円/1セット（20枚） 

2歳児以上 絵本代 500円程度/月 

2歳児以上 体操服代 5,500円程度 

3歳児以上（希望者のみ） 主食費 1,500円/月 

3歳児以上（※免除者除く） 副食費 5,000円/月 

4・5歳児 制服代 30,000円程度 

※第 3子以降のお子様等、副食費の免除対象者は福岡市が決定します。 

 

9. 給食 

当園の方針 

保育園の給食はすべての活動の源となる大切なものと認識し、安全でおいしい 

給食を目指しております。天然素材のダシを用い、和食を中心とした栄養バラン

スのとれた献立を取り入れています。 

アレルギー等への対応 

アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（または指示書）を保育園に提出して

ください。個別にご相談の上、診断書（または指示書）に基づき、当園で除去可

能な物は除去食・代替食で対応致します。 

 

10. 年間行事予定 

月 行事内容 

4月 入園式、歓迎遠足、クラス懇談 

5月 父母の会総会、歯科健診 

6月 保育参観週間、保育士体験週間 

7月 プール開き、七夕会、クッキング 

8月 プール遊び 

9月 運動会、内科健診、デイケア交流会 

10月 芋掘り遠足、個人懇談、秋の遠足 

11月 秋まつり、七五三参拝、防犯訓練 

12月 地域交流会、発表会、クリスマス会、デイケア交流会 

1月 たんぽぽ音楽研究発表会、修了記念写真撮影 

2月 豆まき、観劇、保育参観、姉妹園との交流会 

3月 おひなさま会、お別れ会、お別れ遠足、卒園式、内科健診 

◆定例行事 

身体計測/月 1回、避難訓練/月 1回、誕生会/原則 2ヶ月に 1回 

◆特別保育 

体育教室/週 1回（4・5歳児）、囲碁教室/週 1回（5歳児）、音楽教室/月 2回（4・5歳児） 

◆課外教室（3・4・5歳児の希望者のみ） 

体育教室/月 4回、音楽教室/月 4回、英語教室/年 36回、絵画造形教室/月 2回 



11. 緊急時等における対応 

保育の提供時に、園児の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該園児の保護者等に連絡するととも

に、嘱託医または当該園児の主治医に相談する等の措置を講じます。 

あおみ小児科医院（嘱託医） 
福岡市南区向野 1丁目 19番 27号 

092-555-5016 

福岡市消防局南消防署 
福岡市南区塩原 2丁目 6番 11号 

092-541-0219 

福岡県警察南警察署 
福岡市南区塩原 2丁目 3番 1号 

092-542-0110 

 

12. 非常災害対策 

防火管理者 岡 七生子 

消防計画届出年月日 平成 18年 10月 16日 

避難訓練 毎月 1回以上実施 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器 

警戒レベル 3 
発令区域内の保育所等は，通常どおり開園としますが，家庭保育のご協力や

早めのお迎えをお願いいたします。 

警戒レベル 4 

発令区域内の保育所等に限り休園とします。 

●開園前に発令された場合 

1. 午前 6時の時点で発令されていれば休園とします。 

2. 警戒レベルが 3以下となった場合は開園します。 

●開園中に発令された場合 

1. 直ちにお迎えをお願いします。 

2. すべての児童が降園したら休園とします。 

3. 警戒レベルが 3以下となった場合は開園します。 

避難場所 

地震・火災が園および近隣でおきた場合は、ガーデンもしくは園庭に一次避

難したあと、大楠小学校（福岡市南区大楠 3丁目 10番 1号）へ避難します。 

水害時の避難場所は、原則として本園 2 階ホールです。 

緊急時の連絡手段 

●メール連絡網 

災害時に限らず園から保護者の皆様への急ぎの連絡は、原則メールで行い

ます。入園後、ご登録をお願いします。 

●NTT 災害用伝言ダイヤル 

災害の発生により、被災地の通信がつながりにくい状況になった場合に開

設される音声の伝言板です。「171」で録音や再生を行うことができます。 

 

13. 虐待の防止のための措置 

（1） 当園は、当園を利用する子どもの人権擁護、虐待の防止のために必要な体制を整備し、職員による 

虐待等の行為の禁止、虐待防止や人権に関する啓発のための職員研修の実施など、児童虐待防止に 

必要な措置を講じます。 

（2） 職員または養育者による子どもへの虐待を発見した場合には、児童虐待の防止等に関する法律の定め

に従い、適切な機関に通報します。 

 

この重要事項説明書の内容は、令和 4年 4月 1日現在の情報です。 


